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一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
中
国
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
六
日
に
日
本
人
一
名
が
、
ま
た
、
同
月
九
日
に
日
本
人
三
名

の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
以
外
で
、
こ
れ
ま
で
外
務
省
に
お
い
て
把
握
す
る
限
り
、
先
の
大
戦
後
に
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
法
廷
等

を
除
き
、
海
外
に
お
い
て
、
日
本
人
が
通
常
の
刑
事
裁
判
に
よ
り
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
十
分
に
信
頼
に
足
る
も
の
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
お
尋
ね
の
日
本
人
死
刑
確
定
者
に
対
す
る
中
国
の
司
法
の
判
断
、
決
定
は
、
中
国
に
お
け
る
司
法
制
度
及
び
法
定

刑
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
日
本
人
死
刑
確
定
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
に
お
い
て
、
中
国
の
司
法
制
度
に
基
づ
き
必
要
な
通
訳
者
が
付
け
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
日
本
人
死
刑
確
定
者
四
名
か
ら
は
、
我
が
国
在
外
公
館
に
対
し
、
通
訳
者
交
替
に
関
す
る
要

一



望
は
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
中
国
側
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
死
刑
確
定
者
四
名
に
対
す
る
死
刑
執
行
の
通
報
が
相
次
い
で
な
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
日
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
か
ら
程
永
華
駐
日
中
国
大
使
に
対
し
、
四
名
の
日
本
人

死
刑
確
定
者
に
対
す
る
死
刑
執
行
の
通
報
を
重
く
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
累
次
に
わ
た
る
我
が
国
の
関
心
と
懸
念
の
表
明

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
名
の
死
刑
執
行
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
我
が
国
国
民
感
情
に
与
え
る
影
響
を
踏
ま
え
、
我
が

国
政
府
と
し
て
の
懸
念
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
各
国
が
い
か
な
る
犯
罪
に
い
か
な
る
刑
を
科
す
か
は
、

基
本
的
に
各
国
に
お
け
る
犯
罪
情
勢
、
刑
事
政
策
等
を
踏
ま
え
、
各
国
が
決
定
す
べ
き
事
項
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

二


